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は じ め に 
 

 一般社団法人日本印刷産業連合会（以下、日印産連）は、従来から印刷職場

における作業環境の改善を図ることを目的に、「印刷と有機溶剤」、「印刷職場の

労働衛生管理」等の手引書を発行し、説明会を実施してきた。  

 さらに、印刷産業界全体の環境配慮を積極的に推進するため、平成 18 年度か

ら印刷産業界環境自主基準による「グリーンプリンティング認定制度」を設立

し、展開している。グリーンプリンティング認定制度は、環境配慮した工場・

事業所の認定、環境配慮印刷製品へのグリーンプリンティングマーク（GP マー

ク）の表示、印刷会社が使用する資機材の環境配慮基準に基づく認定の 3 つで

構成されている。特に資機材を認定する制度では、オフセット印刷事業場で使

用する洗浄剤、エッチ液、現像機、プレート（印刷版）、製版薬品を対象として、

作業環境に与える影響も評価対象とし、平成 25 年 3 月現在で 389 製品の認定を

行っている。  

 こうした中、校正印刷会社従業員の胆管がん発症及び死亡に関する問題は、

日印産連としても印刷関連事業所の作業環境を見直す問題として認識している。 

平成 24 年 5 月 21 日に厚生労働省から「印刷業における化学物質による健康障

害防止対策について」の要請文が日印産連に発信された。日印産連は翌日の 5

月 22 日に会員団体に対し、予防的観点から労働安全衛生法に基づく作業環境対

策の適切な実施を促すとともに、翌月には日印産連傘下の会員企業約 8,300 社

に対し、健康障害防止対策に関する実態調査を実施した。 

 平成 24 年 6 月には、学識経験者、労働安全専門家、印刷業界団体代表、印刷

資材団体・メーカーで構成する「労働衛生協議会」を設立し、印刷業界全体の

「化学物質による健康障害防止対策の取組」の強化を図ってきた。  

 本報告書は、労働衛生協議会の活動の経過、概要、成果、課題等をとりまと

めたものである。 

 

 

平成２５年５月 
一般社団法人 日本印刷産業連合会 
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1. 労働衛生協議会 活動の概要 

1.1. 組織体制 

 平成 24 年 6 月に、印刷会社従業員の労働環境をさらに改善し、「化学物質による健康障

害防止対策の取組」の強化を図ることを目的に、学識経験者、労働安全衛生の専門家、印

刷業界団体代表、印刷資材団体・メーカーで構成する日印産連労働衛生協議会、及びその

下に設置されたワーキング・グループ（WG）は、以下のとおりである。 

 

1.1.1. 労働衛生協議会委員名簿 

    平成 24 年度  労働衛生協議会    

＜ 委 員 名 簿 ＞ 

（順不同・敬称略）

［ 委 員 長 ］ 

1 岩崎 好陽 公益社団法人におい・かおり環境協会 会長 

［ 委  員 ］ 

1 柳川 行雄 中央労働災害防止協会 技術支援部 マネジメントシステム推進センター 所長 

2 石塚 千吾 ㈱全国グラビア分析センター 代表取締役社長 

3 寺田 勝昭 P&E マネジメント 代表 

4 岡田 賢造  労働衛生コンサルタント 

5 須田 治樹 (社）日本印刷産業連合会 グリーンプリンティング事務局 グリーンプリンティング審査員 

6 小瀬  透 印刷工業会  大日本印刷㈱ 労務部 シニアスタッフ 

7 棟方 輝彦 印刷工業会  凸版印刷㈱ 人事労政本部 労政部長兼安全衛生・防火推進部 部長 

8 城戸崎 博 印刷工業会  共同印刷㈱ 人事部 労政課 課長 

9 大屋 道博 印刷工業会  専務理事 

10 木村 篤義 全日本印刷工業組合連合会  創文印刷工業㈱ 代表取締役社長 

11 佐竹 一郎 全日本印刷工業組合連合会  大東印刷工業㈱ 代表取締役社長 

12 池田 幸寛 全日本印刷工業組合連合会  池田印刷㈱ 代表取締役社長 

13 橋本 唱市 全日本印刷工業組合連合会  文唱堂印刷㈱ 代表取締役社長  

14 岩嵜  歩 日本フォーム印刷工業連合会  ㈱イセトー 購買部 部長 

15 沖   敬三 （社）日本グラフィックサービス工業会  勝美印刷㈱ 取締役会長 

16 石川 博敏 全日本製本工業組合連合会  ㈱文陽堂 代表取締役  

17 松浦 義之 日本グラフィックコミュニケーションズ工業組合連合会  ㈱ローヤル企画 取締役 

18 田中  祐 全日本シール印刷協同組合連合会  山王テクノアーツ㈱ 代表取締役社長 

19 前田 琢哉 全国グラビア協同組合連合会  大日本パックェージ㈱ 品質管理課 課長 

20 村田 英雄 全国グラビア協同組合連合会  専務理事 

21 吉田  弘 全日本スクリーン・デジタル印刷協同組合連合会  ㈱吉田製作所 代表取締役 会長 

22 小原  隆 全日本光沢化工紙協同組合連合会  ㈱大和紙工業 代表取締役 

23 佐竹 知夫 印刷インキ工業会  ＤＩＣ㈱ 分散第一技術本部 主席研究員 

24 佐藤 昌良 （一社）日本印刷産業機械工業会  ㈱東京機械製作所 顧問 

25 中野 治夫 富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ㈱ グラフィック事業部 PD-PSgr 主任技師 
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26 伊達  隆 ㈱日研化学研究所 東京本社 執行役員 営業統括本部長  

27 藤原 誠二 光陽化学工業㈱ 東京支社 部長 

［ オブザーバー ］ 

1 仲  舎菜子 経済産業省 商務情報政策局 文化情報関連産業課 課長補佐 

2 嶋田 絵理子 経済産業省 商務情報政策局 文化情報関連産業課 係長 

3 搆  健一 厚生労働省 労働基準局 化学物質対策課 課長補佐 

［ 事 務 局 ］ 

1 草野 司朗 （社）日本印刷産業連合会 専務理事 

2 堀口 宗男 （社）日本印刷産業連合会 常務理事 

3 油井 喜春 （社）日本印刷産業連合会 常務理事 

4 森  一敏 （社）日本印刷産業連合会 総務部 部長 

5 石井 健三 （社）日本印刷産業連合会 業務推進部 部長 

6 殖栗 正雄 （社）日本印刷産業連合会 業務推進部 副部長 

4 西原  弘 （有）サステイナブル・デザイン研究所 取締役社長 

＜役職名は委員委嘱時＞
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1.1.2. 労働衛生協議会 WG 委員名簿 

    平成 24 年度  労働衛生協議会 ＷＧ  

＜ 委 員 名 簿 ＞ 

（順不同・敬称略）

［ 委  員 ］ 

1 柳川 行雄 中央労働災害防止協会 技術支援部 マネジメントシステム推進センター 所長 

2 石塚 千吾 ㈱全国グラビア分析センター 代表取締役社長 

3 寺田 勝昭 P&E マネジメント 代表 

4 岡田 賢造  労働衛生コンサルタント 

5 須田 治樹 (社）日本印刷産業連合会 グリーンプリンティング事務局 グリーンプリンティング審査員 

6 小瀬  透 印刷工業会  大日本印刷㈱ 労務部 シニアスタッフ 

7 棟方 輝彦 印刷工業会  凸版印刷㈱ 人事労政本部 労政部長兼安全衛生・防火推進部 部長 

8 城戸崎 博 印刷工業会  共同印刷㈱ 人事部 労政課 課長 

9 木村 篤義 全日本印刷工業組合連合会  創文印刷工業㈱ 代表取締役社長 

10 佐竹 一郎 全日本印刷工業組合連合会  大東印刷工業㈱ 代表取締役社長 

11 池田 幸寛 全日本印刷工業組合連合会  池田印刷㈱ 代表取締役社長 

12 橋本 唱市 全日本印刷工業組合連合会  文唱堂印刷㈱ 代表取締役社長  

13 佐竹 知夫 印刷インキ工業会  ＤＩＣ㈱ 分散第一技術本部 主席研究員 

14 中野 治夫 富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ㈱ グラフィック事業部 PD-PSgr 主任技師 

15 伊達  隆 ㈱日研化学研究所 東京本社 執行役員 営業統括本部長  

16 藤原 誠二 光陽化学工業㈱ 東京支社 部長 

［ 事 務 局 ］ 

1 草野 司朗 （社）日本印刷産業連合会 専務理事 

2 堀口 宗男 （社）日本印刷産業連合会 常務理事 

3 油井 喜春 （社）日本印刷産業連合会 常務理事 

4 石井 健三 （社）日本印刷産業連合会 業務推進部 部長 

5 殖栗 正雄 （社）日本印刷産業連合会 業務推進部 副部長 

6 西原  弘 （有）サステイナブル・デザイン研究所 取締役社長 

＜役職名は委員委嘱時＞

 

 

＜座長＞  
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1.2. 活動の経過 

 労働衛生協議会・同 WG 及びこれらに関連する活動の経過は以下のとおりである。 

2012 年 5～6 月 印刷業における化学物質による健康障害防止対策に関する実態調査 

2012年 6月 26日 プレスリリース「印刷業界の化学物質による健康障害防止対策の実施」 

2012 年 7 月 12 日 ◎第 1 回労働衛生協議会 ※議事は以下の通り 

1. 日本印刷産業連合会 挨拶 
2. 委員長 挨拶 
3. 厚生労働省 労働衛生対応について 
4. 経済産業省 労働衛生対応について 
5. 印刷業における化学物質による健康障害防止対策について 

(1) 「化学物質による健康防止対策の取組」について 
(2) 化学物質の取扱いに関するアンケート集計結果について 
(3) 平成 24 年度労働衛生協議会実施計画について 
(4) 労働安全衛生セミナー開催について 

6. プレスリリースについて 
7. その他 

2012 年 7 月 13 日 プレスリリース「印刷業界の健康障害防止対策の実施計画が決定」 

2012 年 7 月 27 日 印刷事業所における労働安全衛生対策セミナー（仙台開催） 

2012 年 7 月 27 日 印刷事業所における労働安全衛生対策セミナー（福岡開催） 

2012 年 7 月 30 日 印刷事業所における労働安全衛生対策セミナー（東京開催） 

2012 年 8 月 1 日 印刷事業所における労働安全衛生対策セミナー（大阪開催） 

2012 年 8 月 3 日 印刷事業所における労働安全衛生対策セミナー（広島開催） 

2012 年 8 月 8 日 印刷事業所における労働安全衛生対策セミナー（札幌開催） 

2012 年 8 月 9 日 印刷事業所における労働安全衛生対策セミナー（名古屋開催） 

2012 年 8 月 10 日 プレスリリース「印刷事業所対象の労働安全衛生セミナーに 1480 名

参加」 

2012 年 8 月 28 日 ○第 1 回労働衛生協議会 WG ※議事は以下の通り 

1. 労働衛生協議会・実施内容（案）の検討 
2. 「化学物質による健康障害防止対策の手引き」（案）の検討 
3. 意見交換 

2012 年 9 月 4 日 ◎第 2 回労働衛生協議会 ※議事は以下の通り 

1. 委員長挨拶 
2. 厚生労働省 労働衛生対応について 
3. 印刷業における化学物質による健康障害防止対策について 

(1) 平成 24 年度労働衛生協議会事業内容（案）について 
(2) 労働衛生協議会基本方針及び配布文書（案）について 
(3) 健康障害防止対策に関するパンフレット（案）について 
(4) 労働衛生セミナー開催実績について 

4. 各印刷団体、各洗浄メーカーの対応状況について 
5. プレスリリースについて 
6. その他 

2012 年 9 月 4 日 「健康障害防止対策基本方針」策定 

2012 年 9 月 12 日 プレスリリース「印刷業界の健康障害防止策を推進。遵法と洗浄剤切

り替えを宣言」 

2012 年 9 月 12 日 「健康障害防止対策基本方針」公表 
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2012 年 9 月 13 日 ○第 2 回労働衛生協議会 WG ※議事は以下の通り 

1. 「オフセット印刷事業所における化学物質による健康障害防止対策の手引
き」（案）の検討 

  ・全体の構成について 
・基本方針と「より有害性の低いことが分かっている洗浄剤」の考え方 
・SDS の利用方法と見方について／GHS 分類と標章 

2. オフセット印刷工場見学会について 
○対象工場 

 ○確認項目 
・洗浄剤（有機溶剤）の使用工程の把握 
・洗浄剤の種類、量等の把握、SDS 確認 
・処理装置等の確認（全体換気、局所排気装置） 
・保護具、発散防止等の確認 
・洗浄作業の実地 

○見学時間 1 工場 約 2 時間程度 
3. その他 

2012 年 9 月 24・25 日 オフセット印刷事業場見学会（3 ヶ所） 

2012 年 10 月 10 日 ○第 3 回労働生協議会 WG ※議事は以下の通り 

1. オフセット印刷工場見学会結果について 
2. 「オフセット印刷事業所における化学物質による健康障害防止対策のポイン
ト」（案）の検討 

3. 印刷工場における簡易なリスクアセスメント 
4. その他 

2012 年 10 月 17 日 ○第 4 回労働衛生協議会 WG ※議事は以下の通り 

1. 第 3 回 WG 議事録確認 
2. 「オフセット印刷事業所における化学物質による健康障害防止対策のポイン
ト」（案）の検討 

3. 「より有害性の低いことが分かっている洗浄剤」について 
4. 印刷工場における簡易なリスクアセスメント手法の試行について 
5. その他 

2012 年 10 月 31 日 「健康障害防止対策基本方針」一部変更 

2012年 11月 9日 プレスリリース「印刷業界の健康障害防止対策推進パンフレット発行。

2 万部配布へ」 

2012 年 11 月 9 日 パンフレット「印刷事業所における化学物質による健康障害防止対策

のポイント」発行・配布開始 

2012 年 11 月 14 日 ○第 5 回労働衛生協議会 WG ※議事は以下の通り 

1. 第 4 回 WG 議事録確認 
2. パンフレット「オフセット印刷事業所における化学物質による健康障害防止
対策のポイント」 
・平成 24 年 11 月 6 日発行 
・各団体を通して会員企業等に配布（約 1 万 2 千部） 
・WEB 掲載、プレスリリース（平成 24 年 11 月 9 日）  

3. 労働衛生協議会の実施内容の検討（変更点、検討事項） 
4. 外部向けパンフレットの検討 
5. 「印刷工場における簡易なリスクアセスメント」の試行について 
6. その他 

2012 年 11 月 19 日 ◎第 3 回労働衛生協議会 ※議事は以下の通り 
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1. 委員長挨拶 
2. 厚生労働省 労働衛生対応について 
3. 印刷業における化学物質による健康障害防止対策について 

(1) パンフレット「印刷事業所における化学物質による健康障害防止対策のポ
イント」の発行について 

(2) 平成 24 年度労働衛生協議会事業内容（案）について 
(3) 対外向け説明パンフレットの作成について 

4. ドイツの印刷産業現場の安全基準の調査結果について 
5. 各印刷団体、各洗浄剤メーカーの対応状況について 
6. 意見交換各印刷団体、各洗浄メーカーの対応状況について 
7. その他 

2012 年 11 月 28 日 ○第 6 回労働衛生協議会 WG ※議事は以下の通り 

1. 第 5 回 WG 議事録確認 
2. 労働衛生協議会の実施内容の検討（変更点、検討事項） 
3. 対外向けパンフレットの検討 
・考え方 
・Q&A 
・印刷会社のニーズ 
・まとめ 

4. 主な洗浄剤（化学物質）について 
5. オフセット印刷工場の局所排気装置について 
6. 「印刷工場における簡易なリスクアセスメント」の試行について 
7. その他 

2012 年 12 月 20 日 ○第 7 回労働衛生協議会 WG ※議事は以下の通り 

1. 第 6 回 WG 議事録確認 
2. 労働衛生協議会の実施内容の検討（変更点、検討事項） 
3. 対外向けパンフレット等のニーズについて（全印工連） 
4. オフセット印刷事業場の作業環境（ＶＯＣ濃度）測定について 
5. その他 

2013 年 1 月 16 日 ○第 8 回労働衛生協議会 WG ※議事は以下の通り 

1. 第 7 回労働衛生協議会 WG 議事要録の確認 
2. オフセット印刷事業場の作業環境（VOC 濃度）測定 
3. 印刷業における化学物質による健康障害防止対策に関する実態調査 
4. 関連業界への「印刷機械、印刷関連機器等のばく露防止策」の要請 
5. 有害物ばく露作業報告対象物（平成 25 年対象・平成 26 年報告）について 
6. その他 

2013 年 1 月 28 日 ◎第 4 回労働衛生協議会 ※議事は以下の通り 

1. 委員長 挨拶 
2. 厚生労働省 労働衛生対応について 
3. 平成２４年度労働衛生協議会・実施内容（案） 
4. オフセット印刷事業場の作業環境（ＶＯＣ濃度）測定 
5. 印刷業における化学物質による健康障害防止対策に関する実態調査 
6. 労働衛生協議会 平成２４年度１～３月予定 
7. その他 

2013 年 2 月 4 日 ○第 9 回労働衛生協議会 WG ※議事は以下の通り 

1. 第 8 回労働衛生協議会 WG 議事要録の確認 
2. オフセット印刷事業場の作業環境（VOC 濃度）測定 
3. 印刷業における化学物質による健康障害防止対策に関する実態調査 
4. 関連業界へのばく露防止対策の要請 
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・印刷機械、印刷関連機器、排出処理装置等の業界・メーカー 
・化学工業界、洗浄剤メーカー 

5. 報告書のまとめ方 
・公開版、非公開版 

6. その他 

2013 年 1～2 月 印刷業における化学物質による健康障害防止対策に関する実態調査（フ

ォローアップ調査） 

2013 年 2 月 21 日 ○第 10 回労働衛生協議会 WG ※議事は以下の通り 

1. 第 9 回労働衛生協議会 WG 議事要録の確認 
2. オフセット印刷事業場の作業環境（VOC 濃度）事前測定 
3. 関連業界へのばく露防止対策の要請 
・印刷機械、印刷関連機器、排出処理装置等の業界・メーカー 
・化学工業界、洗浄剤メーカー 

4. 報告書のまとめ方 
5. その他 

2013 年 3 月 4･5･12 日 オフセット印刷事業場の揮発性有機化合物（VOC）測定（3 ヶ所） 

2013 年 3 月 11 日 ○第 11 回労働衛生協議会 WG ※議事は以下の通り 

1. 第 10 回労働衛生協議会 WG 議事要録の確認 
2. オフセット印刷事業場の作業環境（VOC 濃度）事前測定（実施中） 
3. 各事業所内での化学物質の取扱いに関するアンケート集計結果（案） 
4. 「洗浄剤における有害物質の含有と取扱い説明書の発行と回収システム」に
ついて 

5. 報告書のまとめ方 
6. その他 

2013 年 3 月 15 日 ◎第 5 回労働衛生協議会 ※議事は以下の通り 

1. 委員長挨拶 
2. オフセット印刷事業場の作業環境（VOC 濃度）事前測定 
3. 印刷業における化学物質による健康障害防止対策に関する実態調査 
4. 平成２４年度労働衛生協議会 報告書について 
5. 労働衛生協議会 今後の進め方 
6. その他 

2013 年 3 月 18 日 プレスリリース「印刷業界の化学物質による健康障害防止対策実態調

査結果まとまる」 

2013 年 4 月 11 日 ○第 12 回労働衛生協議会 WG ※議事は以下の通り 

1. 第 11 回労働衛生協議会 WG 議事要録の確認 
2. オフセット印刷事業場の作業環境（VOC 濃度）事前測定 
3. 平成２４年度労働衛生協議会 報告書について 
4. 「化学物質ばく露防止対策推進のための化学業界等への要望書」について 
5. その他 

2013 年 4 月 12 日 オフセット印刷事業場の揮発性有機化合物（VOC）測定（1 ヶ所） 

2013 年 4 月 24 日 ◎第 6 回労働衛生協議会 ※議事は以下の通り 

1. 委員長挨拶 
2. 厚生労働省 労働衛生対応について 
3. オフセット印刷事業場の作業環境（VOC 濃度）事前測定 
4. 平成２４年度労働衛生協議会 報告書について 
5. 化学物質ばく露防止対策推進のための改善のお願い 
6. 労働衛生協議会・今後の対応策 その他 
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1.3. 成果と課題、今後の対応について 

1.3.1. 平成 24 年度に実施した活動内容 

（現状の把握－印刷業界における化学物質の取扱い実態調査） 

 日印産連では、従来から印刷事業場における作業環境改善を図るため、ガイドライン等

の発行や、化学物質利用についての各種セミナーを実施するなど、職場の安全衛生確保の

ための様々な活動を行なってきている。今回、オフセット校正印刷会社従業員の胆管がん

発症に端を発し、化学物質の取扱いによる健康障害防止策について、予防的観点から現状

を再度確認し、印刷業界として組織的な対応を進めている。 

 印刷業における化学物質健康障害防止対策の実態を把握するため、（第 1 回）アンケー

ト調査を実施した。これは日印産連会員１０団体を通じ、既に同様の調査を実施していた

大阪府印刷工業組合加盟社を除く 8,270 社に対しアンケート調査票を送付し、2,688 社か

ら回答を得たものである。この結果判明した化学物質の取扱い状況は、約７割の印刷事業

者で、労働安全衛生法などの関連法令等で定められた化学物質を業務で使用していた。こ

の業務で使用していた印刷事業者のさらに７割の事業者で、法令等で定められた措置が理

解されていない、あるいは意識が低いことなどで、遵法性に問題がある点が明らかになっ

た。 

 

（労働衛生協議会の発足） 

 上記の結果を踏まえ、組織的な「印刷業界における化学物質による健康障害防止対策の

取組み」を図るため、学識経験者、労働安全衛生の専門家、印刷業界団体代表、印刷資材

団体・メーカーで構成する、本年度を期限とする臨時組織「労働衛生協議会」を日印産連

総務委員会に設立した。 

 

（緊急施策の実施、基本方針策定） 

 本協議会が中心となり、平成 24 年 7 月から、関連法令への意識向上と健康障害防止対

策を盛り込んだ緊急セミナー「労働衛生セミナー」を全国 7 ヶ所（札幌、仙台、東京、名

古屋、大阪、広島、福岡）で開催し、総参加者は 1,500 名になった。また同年 9 月には「健

康障害防止対策基本方針」を策定し、発表した。 

 

（事業者向けパンフレットの発行） 

 本協議会では、この「健康障害防止対策基本方針」の印刷業界への徹底を図り、さらに

化学物質の取扱いに関する関連法令である「有機溶剤中毒予防規則」を中心に、印刷業界

として対処すべき内容を明確にした印刷事業者向けパンフレット「印刷事業者における化

学物質による健康障害防止対策のポイント」を作成し、全会員企業をはじめ印刷および関

連する業界等へ配布した。 

このパンフレットでは、「遵法措置の徹底」、「より有害性が低いことがわかっている洗

浄剤等への切り替え」、「継続的な健康障害防止対策の実施」の３つの基本方針を掲げると

共に、安全データシートの読み方や、関連法令の遵法にあたり有機溶剤等の区分・表示な

ど先ずできることを整理し、具体的な作業環境と作業方法改善の対策事例を記載した。ま

たこのパンフレットは PDF データで日印産連ホームページに掲載し、会員企業および非
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会員企業、関連企業へも情報提供を行なっている。 

 

（オフセット印刷事業場の揮発性有機溶剤の測定） 

 有機溶剤等の化学物質の利用状況を確認するため、オフセット印刷事業場の見学会を印

刷会社３工場の協力を得て開催した。全体換気装置、防毒マスクの利用状況、局所排気装

置の設置等を確認した。しかし見学したこれらが代表する「オフセット印刷事業場」では、

法令等で作業環境測定が必要とされる有機溶剤等の使用事例は少なく、揮発性有機溶剤の

気中濃度等の所見が乏しい。このような経緯があり、作業中の防毒マスク着用の可否等ど

こまでの対策が必要かという指摘があった。 

 印刷事業場における化学物質による健康障害リスクを適切に評価し、的確な健康障害防

止対策を立案・実施していくためには、印刷事業場内における作業環境（揮発性有機化合

物等の化学物質の使用・発生・拡散・排出の状況、事業場内における濃度の分布等）の実

態を把握する必要がある。このために「オフセット印刷事業場における揮発性有機化合物

（VOC）」の発生プロセスの解明と測定・評価方法の確立を進めることとした。現在、洗

浄作業時の揮発性有機化合物（VOC）の発散状況を把握するため、オフセット印刷事業場

の協力を得て、VOC 発散レベル等を確認する「オフセット印刷事業場の作業環境事前測定」

を実施している。 

この結果に基づき該当する印刷事業場の作業環境測定方法を明確にし、作業環境（本）

測定を実施し、この結果得られたデータをもとに、どのような健康障害防止対策を講じる

べきかについて、機械・資機材メーカーと連携して対策を立案する他、業界としての自主

的な作業環境管理基準を設けるなどの「リスクアセスメント」を実施していく。これらは

来年度の活動として、継続していくこととなった。 

 

（より有害性が低いことが分かっている洗浄剤等への切り替え） 

 化学物質が使われている洗浄剤等の利用については、「より有害性の低いことがわかって

いる洗浄剤等への切り替え」を方針に掲げている。このためには該当製品の安全データシ

ート（SDS）の確認が必要であり、これを確実・容易にするために同データシートの見方、

危険有害性の把握について先のパンフレットに明記した。また日印産連が進めるグリーン

プリンティング資機材認定制度でも、洗浄剤等の登録製品には「特化則」、「がん原性指針」

に非該当および有機塩素化合物未使用を必須にするとともに、「有機則」については該当・

非該当を明確にしている。しかし、これら有害性の確認については最終的には各社で自己

責任のもとに判断する必要があるが、中小事業者を中心とする印刷業界では、安全データ

シート（SDS）からの危険有害情報の確認は難しい。そこで、より判りやすい「安全デー

タシート（SDS）」作成を関連業界に要望するほか、「グリーンプリンティング資機材認定

制度」を活用するなど支援体制を充実させた。 

また関連する法令等で、様々な措置が必要とされる化学物質が使われている洗浄剤につ

いては、その適切な取扱いを徹底する目的で、販売者は購入者に対し、購入時にその洗浄

剤の取扱い方法を確実に説明するとともに、その説明が行われたか確認する仕組みを検討

した。この実施にあたっては洗浄剤メーカー、販売店等の協力が必須であり、具体的進め

方について関連部門と協議して進めていく。 
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（その他の活動） 

 日印産連では、環境に配慮した事業所を認定する「グリーンプリンティング工場認定制

度」および資機材を認定する「グリーンプリンティング資機材認定制度」を実施している。

今回これら一連の活動を受け、この認定のためのグリーン基準の内、工場認定基準と資機

材認定基準を見直し、作業環境に関する項目等を追加した。これにより認定工場の作業環

境管理レベルの維持・向上を図っていく。 

 また作業環境に関する海外動向を確認するため、「ドイツ同業者労災保険組合」他におけ

る「印刷作業現場の安全基準調査」を行った。同保険組合では洗浄剤等による土壌汚染等

の問題を重視し、塩素系を排除した資材認定基準を設けている。また衛生・安全面につい

ては労災保険料と連携した基準を設けるなどの工夫がなされており、今後の活動の参考と

することとした。 

 本年度実施した「印刷業における化学物質による健康障害防止対策」による改善状況を

確認するため、本年度当初に行った実態調査（アンケート）と同様の調査を、平成 25 年 2

月に実施した。 

この結果、関連法令で指定された化学物質を使用している事業者が、前回の 54%に対し

25%と減少しており、また同法令等で定められた措置についても、実施率にして約 2 倍に

なっていることが分かった。本協議会で掲げた「より有害性が低いことが分かっている洗

浄剤等への切り替え」などの「健康障害防止対策基本方針」に則った改善活動が行われて

いることを、確認した。 

 

1.3.2.  今後の対応について 

平成２４年度は前述のように「労働衛生協議会」として活動してきたが、平成２５年度

については、これを発展・拡大させ、労働安全衛生全般に亘るテーマを視野に入れ、学識

経験者、労働安全衛生専門家、印刷業界団体の代表、印刷資材団体・メーカーで構成する

「労働安全衛生協議会」（仮称）を創設することとなった。テーマとしては、従来の「労働

衛生協議会」の協議内容に加え、材料安全・労働安全の確保について実施していく。 

 

・名 称：労働安全衛生協議会（仮称） 

日本印刷産業連合会特別委員会におく。 

 

 ・方 針：全体の方針としては、 

 １）社会的不安の解消 

 ２）印刷業界の労働安全衛生意識の改善 

 ３）関連業界との連携による安全な資機材の開発・普及 

 ４）将来に亘る継続的な活動を確立するための「GP 認定制度」の拡充 

 ５）将来に亘る関連資機材メーカーへの有機溶剤による健康障害防止対策の要請 

 

・対象分野（テーマ） 

 労働衛生協議会のテーマに加え、材料安全・労働安全の確保を行う。 
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 １）印刷事業場における化学物質取扱いに関するガイドライン等の作成 

 ２）関連業界へのばく露防止対策の要請・フォロー、労働安全の確保 

 ３）関連セミナーの開催 等 

 

前述の「オフセット印刷事業場における揮発性有機化合物（VOC）の測定」事前測定の

結果を踏まえ、その発生プロセスの解明と測定・評価方法を確立した上で、本測定、リス

クアセスメントを実施し、具体的な労働安全衛生施策を立案していく。ここで得られた知

見は、講習会、研修等により印刷および関連業界内で広く共有し、対応する人材の育成に

つなげていくこととする。 
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2. 活動内容と成果 

2.1. 全国 7 都市での労働衛生セミナーの開催（2012 年 7～8 月） 

「化学物質による健康障害防止対策の取組」の強化を図るため、2012 年 7 月 27 日～8

月 9 日の期間、全国 7 か所で印刷事業者を対象に労働衛生セミナーを開催し、1,480 名を

超える参加があった。 

7 月 27 日の仙台会場を皮切りに、札幌、東京、名古屋、大阪、広島、福岡の計 7 会場で

開催し、印刷各事業所の経営層、担当者等を対象に、厚生労働省の担当官をはじめ、労働

安全衛生専門家による労働安全衛生法の遵守と健康障害防止策の具体的方法について約 3

時間にわたり説明を行った。  

具体的には、有機溶剤中毒予防規則の内容をはじめ、労働衛生管理の重要性を説明した

ほか、洗浄剤等有機溶剤を使用する場合の注意点として、作業方法の改善、局所排気装置

等換気装置の設置、防毒マスクの使用等を強く勧めるとともに、根本的な対策として、GP

資機材認定製品など有機溶剤中毒予防規則の対象とならない洗浄剤（代替品）への切り替

えを推奨した。  

 

［講演テーマ］  

(1)化学物質の健康障害防止対策等について（厚生労働省）  

(2)印刷業の化学物質による健康障害防止対策実態調査結果報告（日本印刷産業連合会・事

務局）  

(3)化学物質のリスクアセスメント－健康障害防止対策のあり方－（中央労働災害防止協

会）  

(4)印刷職場における労働衛生管理（印刷業界・労働安全衛生専門家）  

 

労働衛生セミナー開催概要を次ページに示す。 
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労働衛生セミナー開催概要 

 

（東京会場） 
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2.2. 健康障害防止対策基本方針の策定・公表（2012 年 9 月） 

 2012年 9月 4日に開催された第 2回労働衛生協議会において、有機溶剤中毒予防規則、

特定化学物質障害予防規則、がん原性指針等に対する遵法の徹底と、オフセット印刷事業

所における有害性の低い洗浄剤への切り替え等を盛り込んだ「健康障害防止対策基本方針」

を決定し、同 12 日に公表した。 

 

１）各印刷事業所は労働衛生関連法令の理解を深め、遵法措置の徹底を図ること。  

２）オフセット印刷事業所※では、より有害性の低いことが分かっている洗浄剤等への切

り替えを積極的に行うこと。 

※10 月 31 日に、印刷事業所に改定  

３）上記１）、２）に関わらず、従業員の健康を守るため、必要な健康障害防止対策を継

続して実施していくこと。 

 

 

◯2012 年 9 月 12 日のリリース資料（10 月 31 日一部変更） 

 

平成 24 年 9 月 12 日

（一部変更）平成 24 年 10 月 31 日

 

印刷業における化学物質による健康障害防止対策の基本方針について 

 

（社）日本印刷産業連合会

労働衛生協議会

 

１．はじめに 

校正印刷会社従業員の胆管ガン発症及び死亡に関する問題は、社会的な注目を集めて

印刷産業界に多大な影響を与えてきている。この影響は、印刷産業に係る多くの関係者

に不安を与えており、印刷業で働く人々が、健康に不安を抱かずに働けるよう、企業や

業界団体が一丸となって取り組むよう求められている。 

当連合会は、新たに創設した労働衛生協議会のもとで化学物質による健康障害を防止

する対策として、労働衛生関連法令遵守のための措置、健康障害リスク回避に向けた対

策の検討を行い、特に重要でかつ早期対応が必要な遵法措置と洗浄作業等に関し、『労働

衛生協議会・健康障害防止対策基本方針』を決定した。ここに健康障害防止対策の方向

性を示し、印刷事業者に実践を求めることとする。 

 

２．労働衛生協議会・健康障害防止対策基本方針 

１）各印刷事業所は労働衛生関連法令＊の理解を深め、遵法措置の徹底を図ること。 

２）各印刷事業所では、より有害性の低いことが分かっている洗浄剤等への切り替えを

積極的に行うこと。 
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３）上記１）、２）に関わらず、従業員の健康を守るため、必要な健康障害防止対策を

継続して実施していくこと。 

 

３．基本方針の考え方について 

 印刷業界の実態調査から、労働衛生関連法令の遵守並びに健康障害防止対策が不十分

であることがわかってきた。企業として法令を遵守することは当然のことであり、また

従業員の健康を守る上での最低限の措置であることから、これを基本方針の第一とした。

また、化学物質による健康障害防止対策としては、有害性の高い有機溶剤から、より

有害性が低いことが分かっている物質の製品に切り替えることが重要である。特にオフ

セット印刷事業所では、洗浄等に使用される有機溶剤は、他の物質で代替できることが

多い。そこで、安全データシート（SDS （MSDS））等で含有する化学物質と取扱い方

法、及び適用法令を十分に把握し、より有害性の低い洗浄剤等に切り替えることがもっ

とも効果的な方法である。よって、これを基本方針の第二とした。 

次に、職場の安全性をさらに高めるため、法令遵守、製品の切り替えにとどまらず、

従業員の健康障害防止対策を継続的に実施していくことが重要である。そのため、常に

これらに関する情報を収集し、従業員の健康を守るため、企業をあげて実施していくこ

とを基本方針の第三とした。 

 

＊労働衛生関連法令とは、一般的に労働安全衛生法のほか、労働安全衛生規則、有機溶

剤中毒予防規則（有機則）、特定化学物質障害予防規則（特化則）とされるが、ここでは

法令に準ずるものとして、がん原性指針（平成 23 年健康障害を防止するための指針公示

第 21 号）、並びに関連通達、特に平成 24 年 7 月 23 日に厚生労働省から通知のあった「印

刷業等の洗浄作業における有機塩素系洗浄剤のばく露低減化のための予防的取組みにつ

いて」も含めて指すこととする。 

以 上

 

 

 



 

16 

2.3. 印刷事業所向けパンフレットの作成・配布（2012 年 11 月） 

 「健康障害防止対策基本方針」を実践する上での要点をとりまとめたパンフレットにつ

いて、労働衛生協議会 WG において検討を重ね、2012 年 11 月 9 日に「印刷事業所におけ

る化学物質による健康障害防止対策のポイント－有機溶剤中毒予防規則（有機則）への対

応を中心に－」を 2 万部作成し、全会員企業（約 9,300 社）をはじめ、印刷業界及び関連

業界等に広く配布を開始した。本パンフレットについては、会員企業への周知の徹底及び

非会員企業への周知も考慮に入れ、日印産連のホームページからもダウンロード（PDF）

することができる。 

 パンフレットの概要は以下のとおりである（パンフレットは資料編(1)に掲載）。 

 

○表題：印刷事業所における化学物質による健康障害防止対策のポイント－有機溶剤中毒

予防規則（有機則）への対応を中心に－ 

○形式：A4 判、全 8 ページ、4 色刷り 

○印刷部数：20,000 部  

○配布方法：全会員企業（約 9,300 社）をはじめ印刷業界及び関連業界等に広く配布（無

料） 

○ダウンロード：日印産連のホームページからもダウンロード（PDF）可能 

○構成： 

１． 日印産連労働衛生協議会「健康障害防止対策基本方針」  

２． 労働衛生関連法令の遵守 

３． 法令遵守自己点検表 

４． 作業環境と作業方法の改善 

５． より有害性の低いことが分かっている洗浄剤等への切り替え 

６． グリーンプリンティング（ＧＰ）資機材認定制度の活用 

７． 参考資料・各種情報源 
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2.4. 全会員企業に対する実態調査（アンケート）の実施 

2.4.1 第 1 回実態調査結果の概要（2012 年 5～6 月） 

 労働局のアンケートを実施した大阪地区の印刷事業者 1,000 社を除く、日本印刷産業連

合会参加 10 団体 8,270 社にアンケートを依頼（平成 24 年 5 月下旬配布、6 月回収）し、

2,688 社から回答を得た（回収率 33％）。 

 結果、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質等障害予防規則、がん原性指針（平成 23

年健康障害を防止するための指針公示第 21 号）に該当する化学物質を使用している事業

者が 1,941 社（有効回答数の 74%）あった。 

 また、これら化学物質を使用している事業者の労働安全衛生法に基づく処置の実施につ

いては、同法で定められている各種項目別にみて、「安全衛生管理組織の設置」が、その実

施が必要と定められた事業者数に対する実施事業者の割合で 71%と一番高く、「局所排気

装置等の設置」同 29%、「作業環境測定」同 25%にとどまった。なお、事業規模（従業員

数）が小さくなるほど実施率が低くなる傾向があった。 

 以下、調査結果の概要を示す（調査票は資料編参照）。 

 

 

Japan Federation of Printing Industries

◆回答があった印刷会社の概要

2

１．回答社の従業員数 ２．回答社の業務内容

・総回答社数 2,688社

・対象総数 8,270社に対し 33％ の回答率

(日本印刷産業連合会参加10団体 9,270社から労働局

のアンケートを実施した大阪府分1,000社を除く）
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73  209  993  236  78  154  199  168  119  174  166 

比率（%） 3% 8% 37% 9% 3% 6% 7% 6% 4% 6% 6%

1～19人
48%

20～49人
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100～299人
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比率
（％）

48% 22% 11% 8% 1% 1% 1% 10%

総回答
社数

2688
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Japan Federation of Printing Industries

問1 貴社における洗浄剤、印刷インキ、溶剤、接着剤、塗料、その他液状の使用材料におい

て、次の３つの規則・指針（有機則・特化則・がん原性指針）に該当する化学物質を含ん

だ製品を使用していますか？

使用

している
74%

使用

していない
22%

分からな

い
4%

使
用
し
て
い
る

使
用
し
て
い
な
い

分
か
ら
な
い

回答社数 1,941  586  95 

比率（％） 74% 22% 4%

合計社数 2,622  総回答社 2,688  記入なし 66 

3
※有機則等に該当する製品の使用の有無を求めたが、化学物質の使用と判断され、有機則等で規定する該当未満の含有量の製品も含ま
れていた可能性がある。
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98  1,474  1,028  3  16  150  117  0  578  586  95  66 

比率
（％）

4% 55% 38% 0% 1% 6% 4% 0% 22% 22% 4% 2%

総回答
社

2,688 

Japan Federation of Printing Industries

問2 問1で「③該当化学物質を含んだ製品を使用しているかどうか分からない」とお答えの企

業は、製品ラベル、MSDS等で確認するか、資材メーカー等に問合せた上で、下記に該当

する化学物質を含んだ製品を使用しているかをお答えください。

⇒ 問１でわからないと答えた会社数９５社、回答率３．５％と該当会社数が少なく本問は割愛

問3 問1、問2で、「該当化学物質を含んだ製品を使用している」と回答した企業にお伺いします。
どの材料の製品でしょうか？

4

58%
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30%

9%

4%

10%
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100%

①洗浄剤
②印刷
インキ

③溶剤 ④接着剤
⑤塗料
(表面加工)

⑥その他液
状の使用材

料

回答社数 1570 356 819 249 102 282

回答社割合 58% 13% 30% 9% 4% 10%
総回答社数：2,688 社に対する割合

※洗浄剤・溶剤で該当化学物質の

使用が多い。
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Japan Federation of Printing Industries

問4 問3に答えた企業にお伺いします。労働安全衛生法に基づく処理を行っていますか？

＜全体＞ 該当化学物質を使っていると回答した会社を対象

とした労働安全衛生法に基づく処理の実施率

5
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回答会社数 391 846 561 377 447 1094 529 746 136 192

該当会社(母
数)

554 1941 1941 1530 1530 1941 1530 1941 1941 1941

実施割合 71% 44% 29% 25% 29% 56% 35% 38% 7% 10%

・該当会社（母数）の考え方

①安全衛生管理 ：

従業員５０人以上の会社数 対象５５４社

②作業主任者の選任と掲示 ：

問１で使用していると答えた会社数 対象１９４１社

③化学物質の種類・区分等の表示・掲示 ：

問１で使用していると答えた会社数 対象１９４１社

④作業環境測定の実施 ：

有機則１・２種、特化則１・２類を使用している会社数対象１５３０社

⑤密閉設備、局所排気装置等の設置 ：

有機則１・２種、特化則１・２類を使用している会社数対象１５３０社

⑥全体換気装置の設置 ：

問１で使用していると答えた会社数 対象１９４１社

⑦特殊健康診断の実施と記録の保管 ：

有機則１・２種、特化則１・２類を使用している会社数対象１５３０社

⑧保護具の使用： 問１で使用していると答えた会社数対象１９４１社

⑨その他 ： 問１で使用していると答えた会社数 対象１９４１社

⑩①～⑨の処置は行なっていない ：

問１で使用していると答えた会社数 対象１９４１社
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※労働安全衛生法に基づく管理策の実施率が、全般的に低いが、

90％の事業者は、何らかの対策を講じている。

※有機溶剤等の許容消費量以下の事業者も含まれる。

Japan Federation of Printing Industries

・会社従業員規模別にみた労働安全衛生法に基づく処理の実施率
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1～19人 6% 28% 17% 11% 21% 51% 19% 29% 8% 16%

20～49人 25% 47% 29% 24% 31% 60% 35% 39% 7% 7%

50～99人 69% 62% 41% 37% 32% 66% 50% 50% 2% 1%

100～299人 90% 73% 57% 54% 44% 56% 70% 56% 6% 0%

300～499人 86% 86% 73% 60% 55% 64% 50% 64% 18% 0%

500～999人 100% 86% 76% 81% 76% 57% 81% 81% 5% 0%

1000人以上 100% 100% 86% 86% 79% 71% 86% 93% 14% 0%

１．従業員数の多
い会社ほど、管
理策を実施して
いる。

２．全体換気装置
は、比較的導入
されている。

従業員50名以下
は法の対象外
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2.4.2.第 2 回実態調査結果の概要（2013 年 1～2 月） 

労働衛生協議会による「印刷業における化学物質による健康障害防止対策」推進事業の

成果と改善状況を確認するため、2012 年 5 月～6 月に実施した「印刷業における化学物質

による健康障害防止対策に関する実態調査」に引き続き、同様の実態調査を会員企業に対

し広く実施した。 

 日本印刷産業連合会参加 10 団体 9,270 社にアンケートを依頼（2013 年 1 月下旬配布、

2 月回収）し、2,030 社から回答を得た（回収率 22％）。 

結果、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、がん原性指針（平成 24 年

健康障害を防止するための指針公示第 23 号）に該当する化学物質を使用している事業者

の労働安全衛生法に基づく措置については「作業環境測定の実施」で前年の 25%に対し

54%の実施率（6 ヶ月以内の実施予定を含む）であり、「特殊健康診断の実施」は、同 35%

に対し 65%の実施率（同）と改善がみられた。 

同化学物質を使用している事業者は 968 社（有効回答数の 48%）で、前年の 1,941 社、

72%に比べ減少し、新たに同化学物質を使用しない製品に切替えた事業所も、625 社、31%

になった。 

 以下、調査結果の概要を示す（調査票は資料編参照）。 
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2.5. 標準的オフセット印刷工程における実地調査の実施 

2.5.1. 工場見学会の実施（2012 年 9 月） 

 化学物質（有機溶剤）の利用状況を確認するため、2012 年 9 月下旬に、労働衛生協議

会 WG 委員による代表的なオフセット印刷工場（東京都内 3 社、いずれも GP 認定工場）

の見学会を実施した。 

 なお、工場見学には、経済産業省担当課からも参加を得た。 

 見学の概要は以下のとおりである。 

 

○見学先 3 工場の概要 

・枚葉及びオフ輪印刷、商印及び出版印刷（9 月 24 日午後見学） 

・枚葉印刷、パンフレット等商印主体（9 月 25 日午前見学） 

・枚葉印刷、紙器印刷ほか（9 月 24 日午後見学） 

○見学結果の概要（事務局まとめ） 

・見学した印刷会社 3 社共、主にインキローラー、ブランケット等の洗浄工程で有機溶

剤が使われていたが、SDS 等で確認し、管理していた。 

・全体換気装置が取り付けられ、洗浄作業では保護マスク、手袋を使用していた。 

・ブランケット、インキローラーの洗浄作業については、手動で拭きあげる作業方法の

ほか、自動洗浄装置を導入し、汚れの残ったところを手作業で補う例もあった。 

・一部の、有機溶剤を使用するコーティング工程では、局所排気装置が設置されていた。

・GP 資機材等「より安全性の高い溶剤」への代替も進められており、意識の高さが感

じられた。 

 



 

28 

2.5.2. VOC 濃度等測定（プレ測定）の実施（2013 年 3 月）  

印刷事業場内における化学物質による健康障害リスクを適切に評価し、的確な健康障害

防止対策を立案・実施していくためには、印刷事業場内における作業環境（揮発性有機化

合物等の化学物質の使用・発生・拡散・排出の状況、事業場内における濃度の分布等）の

実態を把握することが必要である。 

このため、オフセット印刷事業場（3 工場）における作業環境（VOC 濃度）測定を行い、

実態を把握した上で、リスクアセスメントを行い、今後のオフセット印刷事業場における

労働衛生施策に活用していくこととした。 

 なお今回のプレ測定は、オフセット印刷事業場における作業環境測定およびその評価方

法を明確にするための事前測定であり、今回の測定結果を踏まえて、来年度に本測定を実

施する予定である。事前測定の概要は以下のとおり。 

 

オフセット印刷事業場における事前測定の概要 

 

○事前測定日時および対象事業場 

・ A 工場：2012 年 3 月 4 日午後 

・ B 工場：2012 年 3 月 5 日午後 

・ C 工場：2012 年 3 月 12 日午後 

 

○測定対象洗浄作業 

 

○測定対象物質 

・ 洗浄剤の含まれる化学物質を安全データシート（SDS）、使用溶剤の気相部分の分析

結果などから測定対象事業場に共通した物質を数物質選定し、測定対象とする。 

・ なお、選定物質は、できる限りばく露限界値の設定されているものとする。 

 

○測定方法 

① VOC 測定（定点）：VOC モニターによる測定（５秒から１０秒間隔）を午後の作業

時間中連続測定 

② 定点ばく露測定：固体捕集法による測定を午後の作業時間中連続測定 

③ 最大濃度測定（定点）：固体捕集法による測定を洗浄時に行う 

・ ブランケット洗浄（複数回ある場合は、最大３回測定） 

・ 作業終了時のインキローラー洗浄（１回） 

④ 気流の測定 

・ 全体換気装置による換気量を資料または流速の測定結果から求める。 

・ 局所排気装置が設置されている場合には、その性能を確認するためにフード近くで

流速の測定を行う。 

洗浄作業の種類  A 工場  B 工場  C 工場  

ブランケット洗浄  自動液ブラシ洗浄  自動含浸型／布洗浄 手洗浄  

インキローラー洗浄 自動洗浄  自動洗浄  手洗浄  
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⑤ 温湿度の測定：作業場の中央付近で温湿度を測定する 

○測定位置 

① 印刷機の洗浄位置（胴ユニット）の上方（VOC 測定、定点ばく露測定、最大濃度

測定） 

② 色見台位置（VOC 測定、定点ばく露測定、最大濃度測定） 
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2.6. ドイツの印刷作業現場の安全基準の調査 

 2012 年 11 月 19 日の第 3 回労働衛生協議会において、日印産連において実施した、ド

イツの印刷作業現場の安全基準の調査（現地訪問調査）の概要が報告された。 

 現地訪問先は、同業者労災保険組合 (Berufgenossenschaft：BG) 、印刷機メーカー

（Heidelberg 社）、印刷会社（E&B engelhardt und bauer 社）の 3 団体である。 

 

 日印産連事務局による調査結果のサマリーは以下の通りである（詳細は資料編参照）。 

・ ドイツの労災保険の制度は 19 世紀後半のビスマルクの時代にさかのぼり、非常に長

い歴史を誇っている。その中で労働者の保護の体制が確立している。 

・ BG は労災保険の組織であり、労災を減らすことが保険料の抑制にもつながるために

安全基準の設定、教育、査察にも力が入っている。 

・ BG は特定の業界ごとで組織され、そのため業界に関する知識が豊富な専門家がお

り、より具体的で現実的な安全基準を設定する事が出来ている。 

・ 基準の作成においては、FOGRA などの研究機関と協力し、業界の主要ベンダー（ハ

イデルなど）との意見交換も行ったうえでの基準作成を行っている。 

・ 基準を認知させるための教育体制と、それを徹底させる査察の仕組みがあることが、

安全基準の徹底に役立っている。 

・ 工場を視察しても、このような査察があるために安全基準や事故の時の対応方法な

どが充分に徹底されていた。 

・ 工場を視察しても局所排気、防毒マスクなどの運用は全くなく、また濃度測定も特

に行われていない。これは洗浄液が BG の安全基準に基づく認定品が使われており、

業界に関する知識が豊富な BG による“現実的で効果的な”基準策定によるものと思

われる。 
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2.7. 日印産連グリーン基準への反映 

日本印刷産業連合会では、印刷産業界全体の環境配慮を推進するため、印刷産業界の環

境自主基準「印刷サービスグリーン基準」を定め、同基準を達成した印刷工場を認定する

制度（認定された工場を「ＧＰ認定工場」という。）を推進するとともに、印刷工場で使用

する印刷資機材を環境配慮基準に基づき認定する制度（認定された資機材を「ＧＰ資機材

認定製品」という。）を推進している。 

（１）ＧＰ工場認定基準の改定 

今般の労働衛生協議会の活動を受け、グリーン基準を定めるグリーン購入検討会では、グ

リーン基準内に早急に労働安全衛生に関する基準を設定することが審議され、「事業者の取

組み」として次の基準が新たに追加された。 

○日印産連「印刷サービス」グリーン基準 

（オフセット、シール、グラビア及びスクリーンの全印刷基準対象） 

項目：労働安全衛生への配慮 

グリーン原則：事業所内の作業環境を管理している。 

グリーン基準：労働安全衛生管理や作業環境管理を行っている。 

 なお、本基準は工場認定基準の必須項目に設定されたことにより、今後ＧＰ認定工場は、

上記基準を必ず達成していることが必要となる。 

 さらに、日印産連「オフセット印刷サービス」グリーン基準には、資材そのものの配慮

を求め、次の基準も設定された。 

項目：労働安全衛生への配慮 

グリーン原則：資材について法規制及び有害性の特定を行っている。 

グリーン基準：健康に配慮し、有害物質の不使用に取組んでいる。 

＜水準－１＞ 

      取扱う工程の全てについて、ＧＰ資機材認定製品のスリースターのみ使用し 

      ていること 

＜水準－２＞ 

      取扱う工程の全てについて、ＧＰ資機材認定製品のワンスター以上または 

      みなしＧＰ製品を使用していること 

（２）ＧＰ資機材認定基準の見直し 

 洗浄剤、エッチ液、製版薬品等の資機材認定基準については、平成２４年度において、

「特化則」、「がん原性指針」に非該当であることが基準に加えられるとともに、今後は「よ

り有害性の低いことが分かっている洗浄剤等への切り替えを積極的に行うこと」を推進す

るため、評価方法等基準の見直しを図っている。 
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2.8. 関係業界等への要請事項 

 印刷事業場における化学物質からの健康障害防止対策の推進を図るためには、印刷業界

はもとより洗浄剤や印刷機械等のメーカーや業界への課題解決に向けた要請や連携した取

り組みが必要になってくる。そこで、化学工業界並びに洗浄剤メーカー等に対し、次の要

請書を提出した。 

 

2.8.1 業界団体向け要請書 

 

平成２５年５月△△日 

 

一般社団法人日本化学工業協会 御中 

 

一般社団法人日本印刷産業連合会 

労働衛生協議会 

 

印刷業界における化学物質ばく露防止策推進のための化学業界に改善のお願い 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 さて、昨年５月以降の校正刷り事業所における胆管がん発症問題に関連して、印刷業界

においては労働安全衛生法への遵法に向けた活動を業界挙げて取り組んでいるところです。  

当連合会としては、平成２４年７月に労働衛生協議会を発足し、「健康障害防止対策基

本方針」の策定・発表、有機則の解説を中心にしたパンフレットの配布など、会員企業に

対する遵法措置の啓発及び化学物質ばく露による健康障害防止策の推進を行っております。 

特に、「健康障害防止対策基本方針」では、「より有害性の低いことが分かっている洗浄

剤等への切り替え」を掲げており、これに対応した洗浄剤及び使用企業への有害性に関す

る情報提供が重要であると考えております。 

しかし、現状では、各印刷企業から有害性の情報としての最新の安全データシート（Ｓ

ＤＳ）が入手できない、安全データシート（ＳＤＳ）による「有害性が低いこと」の判断

ができない等の意見が出ております。 

つきましては、労働安全衛生法への遵法措置及び従業員の健康を守る上でも、次の内容

等の改善策をご検討いただき、洗浄剤等の原料メーカー及び洗浄剤メーカー等化学業界内

に対しご指導いただきたく強く要望いたします。また、各洗浄剤メーカーには添付の要望

書を送付いたします。 

 

（要望内容） 

① ＳＤＳの記載内容充実及び確実・迅速な発行の徹底 

   ・特に洗浄用途における有害性が特定できる化学物質名の明記と危険有害性 

情報・データの提供 

   ・ＳＤＳ発行の徹底及び製品選定・従業員周知等のためのＷＥＢ等を利用した 

ＳＤＳの発行 
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② より有害性の低いことが判別できる化学物質使用促進の啓発 

 ③ 有害性の高い化学物質を含んだ製品（有機則、特化則、がん原性指針該当製品等） 

を販売する際の販売先への説明の徹底 

敬具 

 

 

2.8.2 各洗浄剤メーカー向け要請書 

 

平成２５年５月△△日 

 

各洗浄剤メーカー 御中 

 

一般社団法人日本印刷産業連合会 

労働衛生協議会 

 

印刷業界における化学物質ばく露防止策推進のための洗浄剤等の改善のお願い 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 さて、昨年５月以降の校正刷り事業所における胆管がん発症問題に関連して、印刷業界

においては労働安全衛生法への遵法に向けた活動を業界挙げて取り組んでいるところです。  

当連合会としては、平成２４年７月に労働衛生協議会を発足し、「健康障害防止対策基

本方針」の策定・発表、有機則の解説を中心にしたパンフレットの配布など、会員企業に

対する遵法措置の啓発及び化学物質ばく露による健康障害防止策の推進を行っております。 

特に、「健康障害防止対策基本方針」では、「より有害性の低いことが分かっている洗浄

剤等への切り替え」を掲げており、これに対応した洗浄剤及び使用企業への有害性に関す

る情報提供とともに、より有害性の低いことが判別できる化学物質を使用した洗浄剤の開

発が重要であると考えております。 

しかし、現状では、各印刷企業から有害性の情報としての最新の安全データシート（Ｓ

ＤＳ）が入手できない、安全データシート（ＳＤＳ）による「有害性が低いこと」の判断

ができない、有害性の低いことが分かっている洗浄剤が入手できない等の意見が出ており

ます。 

つきましては、労働安全衛生法への遵法措置及び従業員の健康を守る上でも、次の内容

等の改善策をとっていただきたく強く要望いたします。 

 

（要望内容） 

①有機則等（有機則、特化則、がん原性指針等）に非該当であるとともに、 

より有害性の低いことが明確な化学物質のみを使用した洗浄剤の開発と提供 

②より有害性の低いことが判別できる情報の提供及び明示、また脂肪族塩素化合物、 

石油系炭化水素類等の含有の有無の明記 

③ＳＤＳの記載内容充実及び確実・迅速な発行 
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・適用法令欄への有機則、特化則、がん原性指針の該当、非該当明記 

・洗浄用途における有害性が特定できる化学物質名の明記と危険有害性 

 情報・データの提供 

・確実・迅速なＳＤＳ発行及び製品選定・従業員周知等のためのＷＥＢ等を 

利用したＳＤＳの発行 

   ④有害性の高い化学物質を含んだ製品（有機則、特化則、がん原性指針該当製品等） 

を販売する際の販売先（印刷企業）への説明の徹底 

⑤日本印刷産業連合会が運営しているグリーンプリンティング資機材認定制度 

（洗浄剤等の認定制度）への参加【添付資料を参考にして下さい】 

敬具   

 

 

2.8.3 印刷機械等の業界に対する要請書 

 印刷機械等の改善に関する要請については、オフセット印刷事業場の揮発性有機溶剤の

測定結果、及び発生プロセスの解明結果を待って、対策の具体的な要請を印刷機械・装置

メーカー等に対し行う予定である。 
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◯資料編 

(1) 印刷事業所向けパンフレット 

 

※本パンフレットは、日印産連ホームページからダウンロードできます。 

 URL: http://www.jfpi.or.jp/ 
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(2) 第 1 回実態調査（アンケート）調査票 
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平成２４年５月／社団法人日本印刷産業連合会 
各事業所内での化学物質の取扱いに関するアンケート調査票 

【会社単位でご回答下さい。１社１回答になります。】 

問１．貴社における洗浄剤、印刷インキ、溶剤、接着剤、塗料、その他液状の使用材料において、次の３つの

規則・指針(※)に該当する化学物質を含んだ製品を使用していますか？使用している場合は下表の該当す

る区分にも○を付けて下さい。＜該当の記号に○＞ 
※３つの規則・指針とは…有機溶剤中毒予防規則/有機則（第１種、第２種、第３種）、特定化学物質障害予防規則/特化

則（第１類、第２類、第３類）、がん原性指針（平成23年健康障害を防止するための指針公示第21号）です。該当す

る化学物質名は別表を参考にして下さい。別表は日印産連ＨＰにも掲載してあります。（http://www.jfpi.or.jp） 

  ① 該当化学物質を含んだ製品を使用している。（下表の該当区分全てに○） 
規則・指針 有機則 特化則 がん原性指針 

該当区分 第１種 第２種 第３種 第１類 第２類 第３類 26物質のいずれか 

② 該当化学物質を含んだ製品を使用していない。 
  ③ 該当化学物質を含んだ製品を使用しているかどうか分からない。   

問２．問１で「③該当化学物質を含んだ製品を使用しているかどうか分からない」とお答えの企業は、製品ラベ

ル、MSDS（化学物質等安全データシート／適用法令欄等を参照のこと）等で確認するか、資材メーカー等

に問い合わせた上で、お答え下さい。 

(1) 調べた結果、上記に該当する製品を使用していましたか？使用している場合は下表の該当する区分に

も○を付けて下さい。＜該当の記号に○＞ 
  ① 該当化学物質を含んだ製品を使用している。（下表の該当区分全てに○） 

規則・指針 有機則 特化則 がん原性指針 

該当区分 第１種 第２種 第３種 第１類 第２類 第３類 26物質のいずれか 

② 該当化学物質を含んだ製品を使用していない。 
(2) 調べる上で問題がありましたか？＜あれば自由に記述して下さい＞ 

  回答…                                   

問３．問１、問２で、「該当化学物質を含んだ製品を使用している」と回答した企業にお伺いします。 

それは、次のうちどの材料の製品ですか？＜該当全てに○＞ 

  ① 洗浄剤  ② 印刷インキ  ③ 溶剤  ④ 接着剤  ⑤ 塗料（表面加工） 
  ⑤ その他液状の使用材料（用途…                     ） 

問４．問３に答えた企業にお伺いします。労働安全衛生法に基づく次の処置を行っていますか？＜該当全てに○＞           

  ① 安全衛生管理組織（安全衛生委員会等）の設置  ② 作業主任者の選任と掲示 
  ③ 化学物質の種類・区分等の表示・掲示      ④ 作業環境測定の実施 
  ⑤ 蒸発源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置等の設置 
  ⑥ 全体換気装置の設置   ⑦ 特殊健康診断の実施と記録の保管   ⑧ 保護具の使用 
  ⑨その他（                 ）  ⑩ ①～⑨の処置は行っていない。 
 
本アンケートの回答の段階で、労働安全衛生法等に基づく処置の必要なことが新たに判明した企業様は、 

速やかに処置を実施していただきますようお願い申し上げます。 

所属団体  会社名  

従業員数 1～19人 20～49人 50～99人 100～299人 300～499人 500～999人 1000人以上 

貴 社 の 
工程(該当工

程全て○) 

製版 刷版 平台校正 オフ枚葉印刷 オフ輪印刷 デジタル印刷 フォーム印刷 光沢加工

仕上げ工程（製本・折り・製函・抜き・断裁・スリッター・製袋・コレーター） シール印刷  グラビア印
刷（ラミネーション含む） スクリーン印刷 その他（            ） 
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(3) 第 2 回実態調査（アンケート）調査票 
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平成２５年２月／社団法人日本印刷産業連合会 
 

各事業所内での化学物質の取扱いに関するアンケート調査票（平成 25 年 2 月版） 

【会社単位でご回答下さい。１社１回答になります。】 

※日本印刷産業連合会のホームページに回答に当たっての解説を掲載しています。http://www.jfpi.or.jp 

問１．貴社における洗浄剤、印刷インキ、溶剤、接着剤、塗料、その他液状の使用材料において、

次の３つの規則・指針等(※)に該当する化学物質を含んだ製品（各規則・指針に該当する含有

率の製品）を使用していますか？使用している場合は下表の該当する区分にも○を付けて下さ

い。＜該当の記号に○＞ 

また、昨年６月頃は該当製品を使用していたが、現在は規則・指針等に該当しない製品（代

替品）に切り替えている場合は、次の②に○を付けて下さい。 

※３つの規則・指針等とは…有機溶剤中毒予防規則/有機則（第１種、第２種、第３種）、特定化学物

質障害予防規則/特化則（第１類、第２類、第３類）、がん原性指針（平成 24 年健康障害を防止する

ための指針公示第 23 号）です。該当する化学物質名は別表を参考にして下さい。別表は日印産連

ＨＰにも掲載してあります。（http://www.jfpi.or.jp）また、使用製品が有機則等に該当するかは、SDS(ま
たは MSDS)で確認することができます。  
 

①規則・指針等に該当する含有率の化学物質を含んだ製品を使用している（下表の該当区分全

てに○） 

規則・指針

等  
有機則  特化則  がん原性指針  

該当区分  第 １

種   

第 ２

種  

第 ３

種  

第 １

類  

第 ２

類  

第３類 28 物質のいずれ

か  

②昨年６月以降、規則・指針等に該当しない製品（代替品）に切り替えている 

③昨年６月以前から規則・指針等に該当する含有率の化学物質を含んだ製品を使用してい

ない 

※従来から洗浄剤等を使用していない場合も③に○を付けて下さい。  

問２．問１で、「①規則・指針等に該当する含有率の化学物質を含んだ製品を使用している」また

は、「②昨年６月以降、規則・指針等に該当しない製品（代替品）に切り替えている」と回答した

企業にお伺いします。 それは、次のうちどの材料の製品ですか？＜該当全てに○＞ 

所属団

体 

 会社名  

会社従業員数 1～19 人 20～49 人 50～99 人 100～299 人 300～499 人  500～999 人 1000 人以上  

貴  社  

の 

工程 (該当

工 程 全 て

○ ) 

製版 刷版 平台校正 オフ枚葉印刷 オフ輪印刷 デジタル印刷 フォーム印刷

光沢加工 仕上げ工程（製本・折り・製函・抜き・断裁・スリッター・製袋・コレーター） シ

ール印刷   グラビア印刷 （ ラ ミ ネ ー シ ョ ン 含 む ）  スクリーン印刷  その他

（            ） 
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  ① 洗浄剤  ② 印刷インキ  ③ 溶剤  ④ 接着剤  ⑤ 塗料（表面加工） ⑥ 

その他 

問３．問１で「①規則・指針等に該当する含有率の化学物質を含んだ製品を使用している」と答えた

企業にお伺いします。労働安全衛生法等に関わる次の措置を行っていますか？＜該当全てに○＞ 

問４．問３の措置のうち、実行にあたって課題があればその内容の番号と理由をお書き下さい。 

 課題の番号  理由 

   （      ）                                                                              

   （      ）                                                                              

   （      ）                                                                              

   （      ）                                                                              

 

問５．全企業にお伺いします。パンフレット「印刷事業所における化学物質による健康障害防止対策

のポイント」（平成 24 年 11 月発行）に関して、次の設問にお答え下さい。 

 （１）パンフレットは手元に届きましたか？   はい  いいえ 

（２）パンフレットは役立ちましたか？      大変役立った 役立った 参考程度 役立たなかっ

た 

（３）パンフレットの役立った内容、役立たなかった理由等自由にお書き下さい。 

                                                                 

                                                                 

 

問６．全企業にお伺いします。今後、当連合会が対策を有効に推進するため、以下の設問にお答えく

ださい。 

（１）関係者からの健康障害防止策について説明等の要求で困っていることはありますか？＜該当

全てに○＞ 

措置等の内容 実 施 
６か月以内に 

実施予定 
未実施 

①安全衛生管理組織（安全衛生委員会等）の設置 ＜事業所単位：50人以

上＞ 

   

②作業主任者の選任と掲示    

③化学物質の種類・区分等の表示・掲示    

④作業環境測定の実施    

⑤発散原を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置等の設

置 

   

⑥全体換気装置（換気扇等）の設置     

⑦特殊健康診断の実施と記録の保管    

⑧保護具（手袋）の使用    

⑨保護具（有機ガス用マスク）の使用    

⑩安全衛生教育の実施    

⑪その他（                             ）    
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    ①あ る    ②な い  

     ↓ 

    それは誰からですか？ ①従業員  ②従業員の家族  ③周辺住民  ④取引先  ⑤採用

関連 

      どのような内容ですか？                                                

 

（２）ＳＤＳ（MSDS）の現状について、該当するものすべてに○、あるいは意見をご記入下さい。 

①ＳＤＳ（MSDS）を活用している  ②ＳＤＳ（MSDS）を活用していない 

③ＳＤＳ（MSDS）の見方が分からない ④ＳＤＳ（MSDS）の最新版が入手しづらい 

⑤その他ご意見

（                                                ） 

 

（３）リスクアセスメントを実施していますか。＜一番近い回答ひとつに○＞ 

①実施している  ②実施していない  ③実施したいが方法が分からない  ④必要性を感じ

ない 

⑤今回リスクアセスメントをはじめて知った  

※リスクアセスメントとは、職場の潜在的な危険性又は有害性を見つけ出し、これを除去、低減するための

手法です。 

 

（４）洗浄剤等資材メーカー（業界）、印刷等機械メーカー・排気装置メーカー（業界）に対し、ご意

見、ご要望 

があればご記入下さい。 

    ①資材メーカー（業界）へ                                                 

    ②機械・装置メーカー（業界）へ                                             

 

問７．全企業にお伺いします。当連合会、関係機関等への要望がありますか。＜該当全てに○＞ 

①遵法に関する基本的セミナー開催 ②遵法の具体的措置方法のセミナー開催 

③作業環境改善方法のセミナー開催 ④コンサルタントによる実地指導   ⑤作業主任者講

習 

⑥保護具の使用法指導  ⑦洗浄剤等の選択、ＳＤＳの見方のセミナー・テキスト  

⑧有害性の低い有機溶剤の情報提供 ⑨周辺住民・取引先等への説明パンフレット 

    ◎その他自由にご記入下さい。 

                                                                     

                                                                     

 

－締切は平成２５年２月１５日必着です。ご協力ありがとうございました。－ 
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（別表） 有機則、特化則、ガン原性指針に該当する化学物質一覧 

 

  

◎有機溶剤中毒予防規則（有機則）対象物質　［労働安全衛生法施行令別表第６の２］

＜第１種有機溶剤＞
番号 物質名
1 クロロホルム
2 四塩化炭素
3 1,2-ジクロルエタン（別名二塩化エチレン）
4 1,2-ジクロルエチレン（別名二塩化アセチレン）
5 1,1,2,2-テトラクロルエタン（別名四塩化アセチレン）
6 トリクロルエチレン
7 二硫化炭素

＜第２種有機溶剤＞
番号 物質名
1 アセトン
2 イソブチルアルコール
3 イソプロピルアルコール
4 イソペンチルアルコール（別名イソアミルアルコール）
5 エチルエーテル
6 エチレングリコールモノエチルエーテル（別名セロソルブ）
7 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート（別名セロソルブアセテート）
8 エチレングリコールモノ－ノルマル－ブチルエーテル（別名ブチルセロソルブ）
9 エチレングリコールモノメチルエーテル（別名メチルセロソルブ）
10 オルト-ジクロルベンゼン
11 キシレン
12 クレゾール
13 クロルベンゼン
14 酢酸イソブチル
15 酢酸イソプロピル
16 酢酸イソペンチル（別名酢酸イソミアル）
17 酢酸エチル
18 酢酸ノルマル-ブチル
19 酢酸ノルマル-プロピル
20 酢酸ノルマル-ペンチル（別名酢酸ノルマル－アミル）
21 酢酸メチル
22 シクロヘキサノール
23 シクロヘキサノン
24 1,4-ジオキサン
25 ジクロルメタン（別名二塩化メチレン）
26 N,N-ジメチルホルムアミド
27 スチレン
28 テトラクロルエチレン（別名パークロルエチレン）
29 テトラヒドロフラン
30 1,1,1-トリクロルエタン
31 トルエン
32 ノルマルヘキサン
33 １-ブタノール
34 ２-ブタノール
35 メタノール
36 メチルイソブチルケトン
37 メチルエチルケトン
38 メチルシクロヘキサノール
39 メチルシクロヘキサノン
40 メチル-ノルマル-ブチルケト

＜第３種有機溶剤＞
番号 物質名
1 ガソリン
2 コールタールナフサ（ソルベントナフサを含む。）
3 石油エーテル
4 石油ナフサ
5 石油ベンジン
6 テレビン油

7
ミネラルスピリット（ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、ホワイトスピリット及びミネラルター
ペンを含む。）

8 前各号に掲げる物のみから成る混合物
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◎特定化学物質障害予防規則（特化則）対象物質  ［労働安全衛生法施行令別表3］　

＜第１類物質＞
番号 物質名
1 ジクロルベンジジンおよびその塩
2 アルフア-ナフチルアミンおよびその塩
3 塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）
4 オルト-トリジンおよびその塩　　
5 ジアニシジンおよびその塩　　
6 ベリリウムおよびその化合物　　
7 ベンゾトリクロリド　　

8
1から6までに掲げる物を1wt％超含有し、または7に掲げる物を0.5wt％超含有する製剤その他
の物（合金にあっては、ベリリウムを3wt％超含有する物。）

＜第２類物質＞
番号 物質名
1 アクリルアミド
2 アクリロニトリル
3 アルキル水銀化合物（アルキル基がメチル基またはエチル基である物に限る。）　　
3-2 インジウム化合物
3-3 エチルベンゼン
4 エチレンイミン
5 エチレンオキシド
6 塩化ビニル
7 塩素
8 オーラミン
9 オルト-フタロジニトリル
10 カドミウムおよびその化合物
11 クロム酸およびその塩
12 クロロメチルメチルエーテル
13 五酸化バナジウム
13-2 コバルト及びその無機化合物
14 コールタール
15 酸化プロピレン
16 シアン化カリウム
17 シアン化水素
18 シアン化ナトリウム
19 3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン
19-2 1,1-ジメチルヒドラジン　　
20 臭化メチル　　
21 重クロム酸およびその塩　　
22 水銀およびその無機化合物（硫化水銀を除く。）
23 トリレンジイソシアネート　　
23-2 ニツケル化合物(24に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)
24 ニッケルカルボニル　　
25 ニトログリコール　　
26 パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン
27 パラ-ニトロクロルベンゼン
27-2 ヒ素およびその化合物（アルシンおよびヒ化ガリウムを除く。）
28 ふっ化水素　　
29 ベータ-プロピオラクトン　　
30 ベンゼン　　
31 ペンタクロルフエノール（別名PCP）およびそのナトリウム塩　　
31-2 ホルムアルデヒド　　
32 マゼンタ　　
33 マンガンおよびその化合物（塩基性酸化マンガンを除く。）
34 ヨウ化メチル
35 硫化水素　
36 硫酸ジメチル
37 1から36までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令（※）で定めるもの

＜第３類物質＞
番号 物質名
1 アンモニア
2 一酸化炭素　　
3 塩化水素　　
4 硝酸　　
5 二酸化硫黄　　
6 フェノール　　
7 ホスゲン
8 硫酸

9 1から8までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令（※）で定めるもの
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［平成24年健康障害を防止するための指針公示第23号］

番号 物質名
1 アントラセン
2 ２，３－エポキシ－１－プロパノール
3 塩化アリル
4 オルト－フェニレンジアミン及びその塩
5 キノリン及びその塩
6 １－クロロ－２－ニトロベンゼン
7 クロロホルム
8 酢酸ビニル
9 四塩化炭素
10 １，４－ジオキサン
11 １，２－ジクロルエタン（別名二塩化エチレン）
12 １，４－ジクロロ－２－ニトロベンゼン
13 ２，４－ジクロロ－１－ニトロベンゼン
14 １，２－ジクロロプロパン
15 ジクロロメタン
16 N,N-ジメチルホルムアミド
17 テトラクロルエチレン（別名パークロルエチレン）
18 １，１，１－トリクロルエタン
19 ノルマル－ブチル－２，３－エポキシプロピルエーテル
20 パラ－ジクロルベンゼン
21 パラ－ニトロアニソール
22 パラ－ニトロクロルベンゼン
23 ヒドラジン及びその塩並びにヒドラジン一水和物
24 ビフェニル
25 ２－ブテナール
26 １－ブロモ－３－クロロプロ
27 ２－アミノ－４－クロロフェノール
28 １－ブロモブタン

◎労働安全衛生法第28条第３項の規定に基づき厚生労働大臣が定める
　　　化学物質による健康障害を防止するための指針（がん原性指針）対象物質
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(4) ドイツの印刷作業現場の安全基準の調査結果 
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(5) グリーンプリンティング認定制度の概要 
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(6) 平成 24 年度労働衛生協議会実施計画 

 

平成２４年７月１２日 

 

平成２４年度労働衛生協議会・実施計画 
 

社団法人日本印刷産業連合会 

 

１．目的 

 

 校正印刷会社従業員の胆管がん発症事案に端を発して、印刷業界内各事業所における健

康障害防止対策が不十分であることが、各種実態調査によって明らかになりつつある。 

そこで、印刷業界及び関連業界からなる労働衛生協議会を発足し、印刷業界内各事業所

の労働衛生に係る法令順守の徹底、化学物質からの健康障害防止対策の推進を行い、印刷

事業所従業員の健康障害防止策の展開に業界をあげて取り組むとともに、印刷業界の社会

的信頼の回復を図ることを目的とする。 

 

２．実施内容 

 

（１）印刷業界内の労働衛生関連の実態把握と課題抽出 

  本年５月下旬に日印産連で実施したアンケート調査結果の分析と、厚生労働省の実態

調査結果の整理を行い、施策、啓発のための基礎資料とする。 

  ①全会員企業に対する実態調査結果の分析 

  ②厚生労働省の実態調査（立入検査）等結果の整理 

  ③実態調査結果から見た課題の抽出 

 

（２）印刷事業所の労働衛生法令順守と健康障害防止策の検討 

  印刷事業所の実態を踏まえた労働衛生法令順守のための具体的措置と、健康障害リス

ク回避のための防止策を検討する。 

  ①工程別の労働衛生法令順守のための具体的措置の検討 

  ②化学物質からの健康障害防止策（リスクアセスメント）の検討 

  ③化学物質を含んだ印刷資材の情報収集、情報発信方法の検討 

  ④印刷事業所に適した排気装置、保護具等の検討 

⑤印刷機械、印刷関連機器等の暴露防止策のあり方検討 

⑥印刷事業所からの相談対応方法の検討 

  ⑦ＧＰ認定制度（工場認定、資機材認定）活用の推進 等 

 

（３）印刷事業所への労働衛生法令順守と健康障害防止策の啓発 

  （２）の検討結果を反映させた事業所配布用パンフレットを作成し、広く配布するす

るとともに、周知のためのセミナー、勉強会を全国規模で基礎から具体的施策まで段階
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を追って展開する。また、国等の施策との連携を図りつつ、非会員企業への啓発も視野

に入れる。 

  ①周知用パンフレット（事業所用）の作成、配布 

    全事業所用として具体的な分かりやすいパンフレット作成、ＷＥＢでも配信する。 

  ②労働衛生セミナー、勉強会等の企画、開催 

    基本的な労働衛生セミナーを全国７都市で迅速に開催。以降、より具体的な対策

（防止の体制づくり、作業方法、排気装置・保護具等選定、相談先等）のための

勉強会を順次行っていく。 

  ③国等の施策と連携した啓発活動の実施 

  ④非会員企業への施策検討 

 

（４）社会的不安の解消と印刷業界信頼回復に向けた施策の検討 

  各種報道がなされ、社会的不安が広まっているため、本協議会検討内容を随時情報公

開していくとともに、従業員・家族、周辺住民等に向けたパンフレットを作成する。 

  ①従業員・家族、周辺住民等向けパンフレット作成 

②情報の適正な開示 

 

（５）活動結果の評価と次年度以降の展開策の検討 

  本協議会の活動結果を評価し、とりまとめ、公開するとともに、次年度以降の施策を

検討する。 

  ①全会員企業に対する周知結果、改善度合に関する実態調査の実施とまとめ 

  ②実態調査結果からみた課題の抽出 

  ③次年度以降の展開策の検討、提言まとめ 

  ④報告書まとめ 

 

３．組織体制 

 

（１）労働衛生協議会を日本印刷産業連合会に設置する。 

  ①構成：学識経験者、労働安全専門家、印刷資機材メーカー委員、１０団体委員 

     （オブザーバー）経済産業省、厚生労働省 

  ②期間：平成２４年７月～２５年３月 

  ③回数：４回開催予定 

 

（２）効率的な審議を図るため、労働衛生協議会の下にＷＧを設置する。 

  ①構成：労働衛生協議会委員から１２名程度をＷＧ委員とする 

  ②期間：平成２４年７月～２５年３月 

  ③回数：８回開催予定 

 

（３）審議に当たっては、厚生労働省、経済産業省及び関連機関と十分な連携を図る。 
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４．スケジュール 

 

項目 7 月  8 月  9 月 10 月 11 月 12

月 

H25/ 1 月 2 月 3 月

(1) 印刷業界内の労働衛生

関連の実態把握と課題抽出 

  

(2) 印刷事業所の法令順守

と健康障害防止策の検討 

  

(3) 印刷事業所への法令順

守と健康障害防止策の啓発 

 ①パンフレット作成・配布 

 ②セミナー開催 

 ③勉強会開催（方法未定） 

  

(4)印刷業界信頼回復の施策 

 ①パンフレット作成 

 ②情報の適正な開示 

  

(5)活動結果の評価とまとめ 

 ①改善度合等実態調査 

 ②課題抽出、まとめ 

 ③報告書発行 

  

 

 

        ◎

協議会開催 ○     ○

○ 

        ○ 

ＷＧ開催  ●  ●  ●  ●   ●   ●  ● ● 

 

５．啓発、周知のための作成物 

 

①印刷職場の労働衛生管理（既存書籍、販売） 

②事業所向け周知パンフレット（無料配布、ＷＥＢ配信） 

③従業員・家族向け、周辺住民向けパンフレット（無料配布、ＷＥＢ配信） 

④報告書等（無料配布、ＷＥＢ配信） 
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(7) 平成 24年 6月 26日プレスリリース 
平成 24年 6月 26日 

報道関係各位 

社団法人 日本印刷産業連合会 
 

 印刷業界の化学物質による健康障害防止対策の実施 
－日本印刷産業連合会内に労働衛生協議会の設置を決定－ 

 
 社団法人日本印刷産業連合会（略称：「日印産連」、東京都中央区、会長：足立直樹）は、印刷会社従

業員の労働環境をさらに改善し、「化学物質による健康障害防止対策の取組」の強化を図るため、新たに 
「労働衛生協議会」を設立することを機関決定いたしました。 
 
 日印産連では、校正印刷会社従業員の胆管がん発症問題の報道があった後、予防的観点から会員団体、

会員企業に対し健康障害防止対策を周知し、実態調査を実施してまいりました。今般、さらに印刷業界

をあげてこれに対応するため、学識経験者、労働安全専門家、印刷業界団体代表、印刷資材団体・メー

カーで構成する「労働衛生協議会」を設立し、印刷業界全体の「化学物質による健康障害防止対策の取

組」の強化を図ってまいります。 
 
 この「労働衛生協議会」では、印刷関連各事業所単位での健康障害防止策の再確認と実施の徹底を目

的として、労働安全衛生法等の遵法指導並びに化学物質取扱いに関する周知徹底等を行うため、説明会

の開催、周知パンフレットの作成・配布を行うとともに、行政機関・関係機関との連携を図りつつ、印

刷会社従業員や社会のみなさまに対する情報提供を行います。第１回協議会は７月上旬に開催し、今後

のスケジュール等詳細を決定してまいります。 
 
＜これまでの経緯と日印産連の活動＞ 

校正印刷会社従業員の胆管がん発症及び死亡に関する問題は、当連合会としても印刷関連事業所の作

業環境を見直す問題として認識しております。平成 24年 5月 21日に厚生労働省から「印刷業における
化学物質による健康障害防止対策について」の要請文が日印産連に出されています。日印産連といたし

ましては翌日の 5月 22日に会員団体に対し、予防的観点から労働安全衛生法に基づく作業環境対策の
適切な実施を促すとともに、5 月下旬には日印産連傘下の全会員企業約 9300 社に対し、健康障害防止
対策に関する実態調査を実施しています。今後は労働衛生協議会のもと実態調査結果をとりまとめ公表

する予定です。 
また、日印産連では、従来から印刷職場における作業環境の改善を図ることを目的に、「印刷と有機溶

剤」、「印刷職場の労働衛生管理」等の手引書を発行し、説明会を実施してきております。 
 さらに、印刷産業界全体の環境配慮を積極的に推進するため、平成 18 年度から印刷産業界環境自主
基準による「グリーンプリンティング認定制度」を設立し、展開しています。グリーンプリンティング

認定制度は、環境配慮した工場・事業所の認定、環境配慮印刷製品へのグリーンプリンティングマーク

（ＧＰマーク）の表示、印刷会社が使用する資機材の環境配慮基準に基づく認定の３つで構成されてい

ます。特に資機材を認定する制度では、オフセット印刷工場で使用する洗浄剤、エッチ液、現像機、プ

レート（印刷版）、製版薬品を対象として、作業環境に与える影響も評価対象とし、平成 24年 6月現在
で 262製品の認定を行っています。 
 
（お問い合せ先） 
社団法人日本印刷産業連合会 総務部 森  業務推進部 石井、殖栗（うえくり） 
〒１０４－００４１ 東京都中央区新富１－１６－８      ホームページ http://www.jfpi.or.jp/ 
ＴＥＬ 03-3553-6051  ＦＡＸ 03-3553-6079  Ｅメール infoi@jfpi.or.jp 
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(8) 平成 24年 7月 13日プレスリリース 
平成 24年 7月 13日 

報道関係各位 

社団法人 日本印刷産業連合会 
 

 印刷業界の健康障害防止対策の実施計画が決定 
－日本印刷産業連合会・第１回労働衛生協議会を開催－ 

 
 社団法人日本印刷産業連合会（略称：「日印産連」、東京都中央区、会長：足立直樹）は、印刷事業所

従業員の労働環境をさらに改善し、「化学物質による健康障害防止対策の取組」の強化を図るため、平成

24年 7月 12日（木）午後 2時～午後 4時に第１回労働衛生協議会（委員長：岩崎好陽／公益社団法人
におい・かおり環境協会会長）を開催し、平成 24年度の実施計画を策定しました。 
 
 日印産連では、校正印刷会社従業員の胆管がん発症問題の報道があった後、予防的観点から会員団体、

会員企業に対し健康障害防止対策を周知し、実態調査を実施してまいりました。また、厚生労働省から

は、一斉点検の結果、多くの事業所で有機溶剤中毒予防規則の適用状況に何らかの問題があったという

旨の公表がなされました。 
 
日印産連はこの結果を重く受け止めるとともに、本年 5月下旬から 6月にかけ実施した会員企業の実
態調査結果を踏まえ、学識経験者、労働安全専門委員、印刷業界団体委員、印刷資材団体・メーカー委

員計 26名で構成する第 1回労働衛生協議会を開催し、次の５つの項目の活動を行っていくことに決定
しました。 

①印刷業界内の労働衛生関連の実態把握と課題抽出 
②印刷事業所の労働衛生法令順守と健康障害防止策の検討 
③印刷事業所への労働衛生法令順守と健康障害防止策の啓発 
④社会的不安の解消と印刷業界信頼回復に向けた施策の検討 
⑤活動結果の評価と次年度以降の展開策の検討 

 
 具体的には、「印刷事業所における労働安全衛生対策セミナー」の実施（平成 24年 7月 27日～8月 
9日、全国 7箇所…東京、札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、福岡）、印刷事業所向け啓発・対策パンフ
レット並びに従業員・従業員家族向け等パンフレットの作成、配布を行います。また、ＧＰ認定制度*

（工場認定、資機材認定）の活用、印刷事業所に適した排気装置・保護具の使用、安全性の高い資材の

選択など、具体的な健康障害防止対応策を検討し、印刷業界内（非会員企業含む）に広く周知すること

とし、年度末には活動結果の評価（会員企業への改善度合等実態調査）を行う内容になっています。 
＊ＧＰ認定制度とは、日印産連が運営する印刷の環境配慮を積極的に推進するための総合認定制度です。 

 

 労働衛生協議会実施計画の詳細、健康障害防止対策実態調査結果及び労働安全衛生セミナーの開催に

ついては、別紙資料をご覧ください。 
【別紙資料】 
   (1) 平成 24年度労働衛生協議会・実施計画 
    (2) 各事業所内での化学物質の取扱いに関するアンケート集計結果（実態調査結果） 
  (3) 印刷事業所における労働安全衛生対策セミナー開催日程 
（お問い合せ先） 
社団法人日本印刷産業連合会  

常務理事 堀口、油井（ゆい）  総務部 森  業務推進部 石井、殖栗（うえくり） 
〒１０４－００４１ 東京都中央区新富１－１６－８      ホームページ http://www.jfpi.or.jp/ 
ＴＥＬ 03-3553-6051  ＦＡＸ 03-3553-6079  Ｅメール info@jfpi.or.jp 
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(9) 平成 24年 8月 10日プレスリリース 
平成 24年 8月 10日 

報道関係各位 

社団法人 日本印刷産業連合会 
 

 印刷事業所対象の労働安全衛生セミナーに１４８０名参加 

－日本印刷産業連合会主催による健康障害防止対策の一環として実施－ 
 
 社団法人日本印刷産業連合会（略称：「日印産連」、東京都中央区、会長：足立直樹）は、印刷事業所

従業員の労働環境をさらに改善し、「化学物質による健康障害防止対策の取組」の強化を図るため、平成

24年 7月 27日（金）～平成 24年 8月 9日（木）の期間、全国 7か所で印刷事業者を対象に労働安全
衛生セミナーを開催し、1,480名を超える参加がありました。 
 
 日印産連では、校正印刷会社従業員の胆管がん発症問題の報道があった後、予防的観点から会員団体、

会員企業に対し健康障害防止対策の周知等を行ってまいりましたが、さらなる周知を図るため労働衛生

協議会の活動として「印刷事業所における労働安全衛生対策セミナー」を開催いたしました。7 月 27
日の仙台会場を皮切りに、札幌、東京、名古屋、大阪、広島、福岡の計７会場で実施。印刷各事業所の

経営層、担当者等を対象に、厚生労働省の担当官をはじめ、労働安全衛生専門家による労働安全衛生法

の遵守と健康障害防止策の具体的方法について約３時間にわたり説明を行いました。 
 
 有機溶剤中毒予防規則の内容をはじめ、労働衛生管理の重要性を説明したほか、洗浄剤等有機溶剤を

使用する場合の注意点として、作業方法の改善、局所排気装置等換気装置の設置、防毒マスクの使用等

を強く勧めるとともに、根本的な対策として、ＧＰ資機材認定製品など有機溶剤中毒予防規則の対象と

ならない洗浄剤（代替品）への切り替えを推奨しました。 
 
今後は、労働衛生協議会を中心として、より安全性の高い洗浄剤等への切り替えを促していくほか、 
印刷事業所向け周知パンフレットの作成、健康障害防止のための体制作り、作業方法、換気装置・保護

具の選定方法等具体的措置に関する勉強会の実施等を行っていく予定です。 
 
［講演テーマ］ 
 ①化学物質の健康障害防止対策等について（厚生労働省） 
 ②印刷業の化学物質による健康障害防止対策実態調査結果報告（日本印刷産業連合会・事務局） 
 ③化学物質のリスクアセスメント－健康障害防止対策のあり方－（中央労働災害防止協会） 
 ④印刷職場における労働衛生管理（印刷業界・労働安全衛生専門家） 
 
【別紙資料】 
  ・「印刷事業所における労働安全衛生対策セミナー」開催実績（概要） 
  ・労働安全衛生対策セミナー風景（東京会場） 
 
（お問い合せ先） 
社団法人日本印刷産業連合会  

常務理事 堀口、油井（ゆい）  総務部 森  業務推進部 石井、殖栗（うえくり） 
〒１０４－００４１ 東京都中央区新富１－１６－８      ホームページ http://www.jfpi.or.jp/ 
ＴＥＬ 03-3553-6051  ＦＡＸ 03-3553-6079  Ｅメール info@jfpi.or.jp 
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(10) 平成 24年 9月 12日プレスリリース 
平成 24年 9月 12日 

報道関係各位 

社団法人 日本印刷産業連合会 
 

 印刷業界の健康障害防止策を推進。遵法と洗浄剤切り替えを宣言 

－日本印刷産業連合会・第２回労働衛生協議会で基本方針策定、公開へ－ 
 
 社団法人日本印刷産業連合会（略称：「日印産連」、東京都中央区、会長：足立直樹）は、印刷事業所

の「化学物質による健康障害防止対策の取組」の強化を図るため、平成 24年 9月 4日（火）に第２回
労働衛生協議会（委員長：岩崎好陽／公益社団法人におい・かおり環境協会会長）を開催し、「健康障害

防止対策基本方針」を決定しました。9月 12日公開いたします。 
 
 厚生労働省並びに日印産連で行った調査結果で、多くの事業所が有機溶剤中毒予防規則の適用状況に

何らかの問題があった件に関し、日印産連では、本年 7月から労働衛生協議会を設置し、印刷業界にお
ける健康障害防止対策を推進しております。 
 
第２回労働衛生協議会においては、年間活動の具体的内容を検討するとともに、有機溶剤中毒予防規

則、特定化学物質障害予防規則、がん原性指針等に対する遵法の徹底と、オフセット印刷事業所におけ

る有害性の低い洗浄剤への切り替え等を盛り込んだ「健康障害防止対策基本方針」を決定しました。基

本方針は、次のとおりです。 
１）各印刷事業所は労働衛生関連法令の理解を深め、遵法措置の徹底を図ること。 
２）オフセット印刷事業所では、より有害性の低いことが分かっている洗浄剤等への切り替えを積極

的 
に行うこと。 

 ３）上記１）、２）に関わらず、従業員の健康を守るため、必要な健康障害防止対策を継続して実施し 
ていくこと。 

 
本基本方針は 9月 12日開催の「印刷の月」記念式典のなかでアピールするとともに、印刷業界内に
広く周知し、印刷職場の作業環境の改善、化学物質による健康障害防止策の推進を図ることとなってい

ます。また、同時に、遵法措置の徹底を図るため、印刷事業者が行うべき措置を明確にした周知パンフ

レットを９月中に約２万部発行いたします。本パンフレットについては、会員企業への周知の徹底及び

非会員企業への周知も考慮に入れ、日印産連のホームページからもダウンロードできるようになります。 
 
【別紙資料】 
   ・印刷業における化学物質による健康障害防止対策の基本方針について 
 
 
（お問い合せ先） 
社団法人日本印刷産業連合会  

常務理事 堀口、油井（ゆい）  総務部 森  業務推進部 石井、殖栗（うえくり） 
〒１０４－００４１ 東京都中央区新富１－１６－８      ホームページ http://www.jfpi.or.jp/ 
ＴＥＬ 03-3553-6051  ＦＡＸ 03-3553-6079  Ｅメール info@jfpi.or.jp 
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(11) 平成 24年 11月 9日プレスリリース 
平成 24年 11月 9日 

報道関係各位 

社団法人 日本印刷産業連合会 
 

 印刷業界の健康障害防止対策推進パンフレット発行。２万部配布へ 

－日本印刷産業連合会・労働衛生協議会が作成、ＷＥＢでも公開－ 
 
 社団法人日本印刷産業連合会（略称：「日印産連」、東京都中央区、会長：足立直樹）は、印刷事業所

の「化学物質による健康障害防止対策の取組」の強化を図るため、労働衛生協議会（委員長：岩崎好陽

／公益社団法人におい・かおり環境協会会長）が中心となり、パンフレット『印刷事業所における化学

物質による健康障害防止対策のポイント』を作成し、全会員企業をはじめ印刷業界等への配布を開始し

ました。 
 
 校正刷り事業所における胆管がん発生以来多くの報道がなされ、また、一般の印刷工場においては労

働衛生関連法令の遵守に問題があることが指摘されております。日本印刷産業連合会では、印刷業界の

労働衛生関連法令の遵守と従業員の化学物質からの健康障害防止対策を早急に図るため、労働衛生協議

会を設置し、「健康障害防止対策基本方針」を発表するなど、印刷業界における健康障害防止対策を推進

しております。 
 
今般、「健康障害防止対策基本方針」を実践する上での要点をとりまとめたパンフレット『印刷事業所

における化学物質による健康障害防止対策のポイント－有機溶剤中毒予防規則（有機則）への対応を中

心に－』を２万部作成し、全会員企業（約 9300 社）をはじめ、印刷業界及び関連業界等に広く配布を
開始いたしました。 

 
○ 形式 Ａ４判、全８ページ、４色刷り 
○ 目次  １．日印産連労働衛生協議会「健康障害防止対策基本方針」 
      ２．労働衛生関連法令の遵守 
      ３．法令遵守自己点検表 
      ４．作業環境と作業方法の改善 
      ５．より有害性の低いことが分かっている洗浄剤等への切り替え 
      ６．グリーンプリンティング（ＧＰ）資機材認定制度の活用 
      ７．参考資料・各種情報源 
 
なお、本パンフレットについては、会員企業への周知の徹底及び非会員企業への周知も考慮に入れ、 
日印産連のホームページからもダウンロード（ＰＤＦ）することができます。 
 

【同封資料】 
   ・パンフレット『印刷事業所における化学物質による健康障害防止対策のポイント』１部 
 
（お問い合せ先） 
社団法人日本印刷産業連合会  

常務理事 堀口、油井（ゆい）  総務部 森  業務推進部 石井、殖栗（うえくり） 
〒１０４－００４１ 東京都中央区新富１－１６－８      ホームページ http://www.jfpi.or.jp/ 
ＴＥＬ 03-3553-6051  ＦＡＸ 03-3553-6079  Ｅメール info@jfpi.or.jp 
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(12) 平成 25年 3月 18日プレスリリース 

 
平成 25年 3月 18日 

報道関係各位 

社団法人 日本印刷産業連合会 
 

 印刷業界の化学物質による健康障害防止対策実態調査結果まとまる 

－日本印刷産業連合会・労働衛生協議会が２回目の実施－ 
 
 社団法人日本印刷産業連合会（略称：「日印産連」、東京都中央区、会長：足立直樹）は、労働衛生協

議会（委員長：岩崎好陽／公益社団法人におい・かおり環境協会会長）の活動として、現状における印

刷業界の化学物質による健康障害防止対策の実態調査を行い、このたび結果がまとまりましたので発表

します。 
 
日印産連では、平成 24年 7月に労働衛生協議会を設立し、労働衛生セミナーの開催、「健康障害防止
対策基本方針」の発表、「健康障害防止対策パンフレット」の配布など、各印刷事業所の健康障害防止対

策推進に向け、活動を展開してまいりました。 
 
今般、活動から７カ月が経過し、各印刷事業所の対策の進展状況を把握するため、平成 24年 6月に
実施した「各事業所内での化学物質の取扱いに関するアンケート」と同様、同名のアンケート調査を平

成 25年 2月に全会員企業（9,270社）に対し実施し、集計を行いました。 
 
その結果、労働安全衛生関連法令（有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質予防規則、がん原性指針）

に該当する化学物質を含んだ製品を使用している企業は、前回の 72%から今回の 48%と 24ポイントも
減少しており、洗浄剤等の切り替えが進んでいる実態が判明しました。また、遵法措置については、換

気装置の設置、作業環境測定の実施などそれぞれの項目についてほぼ倍の実施率に達していることがわ

かり、業界全体として健康障害予防対策が大きく進展し、業界あげての取組みの成果が出始めているこ

とを表す調査結果となりました。 
 
労働衛生協議会ではさらに徹底した予防策を推進するため、本アンケート調査結果に基づく課題の抽

出と対応策、印刷工場内の作業環境実測調査に基づく具体的改善策、及びより有害性の低い洗浄剤等の

推奨方法のとりまとめを行い、業界全体に周知、徹底していくことが決定しております。 
 
なお、本アンケート調査結果の詳細については、添付した資料をご覧下さい。日印産連のホームペー

ジからもダウンロード（ＰＤＦ）することができます。 
 

【添付資料】 
   ・各事業所内での化学物質の取扱いに関するアンケート集計結果（平成 25年 3月 18日） 
  ・パンフレット「印刷事業所における化学物質による健康障害防止対策のポイント」 
 
（お問い合せ先） 
社団法人日本印刷産業連合会  

常務理事 堀口、油井（ゆい）  総務部 森  業務推進部 石井、殖栗（うえくり） 
〒１０４－００４１ 東京都中央区新富１－１６－８      ホームページ http://www.jfpi.or.jp/ 
ＴＥＬ 03-3553-6051  ＦＡＸ 03-3553-6079  Ｅメール info@jfpi.or.jp 
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(13) 平成 24年 5月 21日付 厚生労働省 通知 
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(14) 平成 24年 7月 23日付 経済産業省 通知 
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(15) 平成 24年 7月 23日付 厚生労働省 通知 
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(16) 平成 25年 3月 14日付 厚生労働省 通知(1) 
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(17) 平成 25年 3月 14日付 厚生労働省 通知(2) 
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(18) 平成 25年 3月 14日付 厚生労働省 通達 
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